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事業概要 

１．基本情報 

団体名 山梨県（森林環境部 県有林課） 

事業名 武田の杜価値向上事業（健康の森 施設整備・運営） 

本事業の検討段階 事業の発案、事業化の検討、事業者選定（令和８年度） 

サウンディングの目的 県では、甲府市北部エリアの活性化を図るため、森林公園「武田の杜」の価値向上に

向けた取り組みの方向性を構想として取りまとめ、令和 7 年 6 月 3 日に策定した。 

構想で設定したコンセプト「森と共に創る未来 ～特別な癒しと体験を、武田の杜で～」

及び５つの重点視点（観光・体験・誘客・連携・自然）を具体化するにあたり、民間

事業者のアイデアやノウハウを積極的に取り入れ、PFI など官民連携による施設整備・

運営を検討するため、サウンディングで民間事業者の意見を聞き取りたい。 

これにより、近い将来、事業手法や事業主体の公募条件の設定などに取り入れていく。 

民間事業者に対する

質問事項 

武田の杜価値向上構想を具体化するための事業アイデア・意見 

〇新規サービスの提供、既存サービスの改良（収益事業を含む） 

〇新規施設整備、既存施設更新・改修の必要性 

〇広報戦略・効果的な誘客方法 

〇望ましい施設の管理運営手法（例:PFI、指定管理者制度など） 

〇県と事業者の役割分担と費用負担 

〇周辺観光施設（湯村温泉･昇仙峡）との連携策 

〇その他構想の実現に寄与する提案・意見、事業者参入に必要となる条件 

対話を希望する業種 設計、建設、維持管理、運営、コンサル、不動産、金融機関                   

２．事業概要 

（１）基本情報 

事業の種類 新設、建替え、改修、公有地活用、包括委託（施設整備及び管理運営） 

事業内容 森林公園 武田の杜の管理運営、施設整備（新設・更新・改修・維持修繕）、サー

ビス提供 

現状および課題 【現状】 

・市街地に近い立地（甲府駅から車で 30 分） 

・豊かな自然環境と優れた眺望を有する。 

・湯村温泉と昇仙峡の中間に位置する。 

・平成 25 年に森林セラピー基地に認定され、セラピープログラム（森の癒やし）を提供 

・遊歩道、キャンプ場、バーベキュー施設、マウンテンバイクコースを設置 

【課題】 

・眺望を生かしきれていない。 

・近年ヤマビル被害が発生している。 

・設置から 50 年以上経過し、施設・展示の老朽化が進行している。 

・情報発信が十分でない。 

・アクセス道路の幅員が狭いが、地権者の同意が得られないなどにより、速やかな改良が

困難である。 
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前提条件 ・武田の杜価値向上構想を具体化する事業であること。 

・大規模開発には制限あり。 

事業スケジュール 

（予定） 

令和７年度:サウンディング調査、事業者公募要領の策定 

令和８年度:事業者の公募、選定、施設整備の調査設計 

令和９年度:新たな施設管理運営形態に移行 

同年度以降:順次施設整備の調査設計・施工 

（２）対象地 

所在地 山梨県甲府市山宮町片山 3371（サービスセンター所在地） 

敷地面積 健康の森 195ha 

土地利用上の制約 国立公園普通地域、土砂流出防備保安林、保健保安林 

所有者 健康の森は、全て山梨県有林 

その他 

（上記項目以外の

情報、特徴等） 

・武田の杜の全体面積は、約2,500ha(健康の森ほか、樹木見本園6ha、幹線遊歩

道 23.6km、鳥獣センター1ha) 

・甲武信ユネスコパーク（緩衝地域、移行地域） 

（３）対象施設 

 既存 整備後（予定） 

施設名称 別添資料参照 既存施設の改修のほか、展望テラスや、ヒ

ル除けの森林セラピーデッキ、レストラン・カ

フェなどの誘客を期待できる施設の新規整

備を想定 

施設の延べ床面積 別添資料参照 未定（民間事業者の意見等により施設

の増改築等を検討） 

建物の構成（構造・

階数） 

別添資料参照 未定（民間事業者の意見等により施設

の増改築等を検討） 

主な施設の内容 別添資料参照 未定（民間事業者の意見等により施設

の増改築等を検討） 

運営状況 

（運営主体、事業

手法等） 

指定管理者による運営（令和 9 年 3 月

末まで） 

サウンディングの結果を基に、PFI や指定

管理制度など官民連携手法を導入 

その他 

（上記項目以外の

情報、特徴等） 

  

 











 

 
 

事業概要 

１．基本情報 

団体名 山梨県（県土整備部住宅対策室） 

事業名 県営住宅久那土団地活用事業 

本事業の検討段階 事業の発案 

サウンディングの目的 ・公営住宅として運営していた当団地は、令和 5 年度に全入居者が退去し、用途廃  

 止にむけて対応している。 

・建物は老朽化が進んでいるものの活用できる状態であるため、民間事業者による建物

の利活用策や建物付きでの売却・貸付できる実現可能性等について、民間事業者の

意見を伺いたい。 

民間事業者に対する

質問事項 

・民間事業者による建物と土地の利活用策（活用方法）やアイデア 

・建物と土地を合わせて売却することとした場合の実現可能性 

・同様に貸付することとした場合の実現可能性 

・売却もしくは貸付にあたって想定される民間事業者の課題など 

対話を希望する業種 不動産、運営（売却・貸付の可能性があれば住宅以外も可能）、その他（ 売却・

貸付の可能性があれば業種は不問 ） 

２．事業概要 

（１）基本情報 

事業の種類 公有地活用、その他（ 売却、貸付 ） 

事業内容 久那土団地の売却・貸付実現可能性の検討 

現状および課題 【現状】 世帯向け集合住宅３棟及び集会所、自転車置場等が設置されている。 

・１号館 RC 造３階建て１８戸（3DK、S59 竣工） 

・２号館ＲＣ造３階建て１２戸（3DK、S60 竣工） 

・３号館ＲＣ造４階建て２４戸（3DK、H4 竣工） 

【課題】建物を解体する場合、高額な経費が見込まれる。 

前提条件 建物付きの売却。原則、建物等は現状渡し(県において改修等はしない)を想定。 

売却(貸付)実現性がある場合、一部の建物や敷地の売却(貸付)も可能、活用のな

い建物は県にて解体を想定。 

事業スケジュール 

（予定） 

・令和７年度 

サウンディング調査、条件等の整理、県庁内の合意形成等 

・令和８年度 

 不動産鑑定、条例改正、入札等による売却 

（２）対象地 

所在地 山梨県南巨摩郡身延町車田９９５ 

敷地面積 7,143.98 ㎡ 

土地利用上の制約 一部土砂災害警戒区域 

所有者 山梨県 



その他 

（上記項目以外の

情報、特徴等） 

・地域の小学校、中学校は統廃合により、廃校となっている。 

・売買契約等は、山梨県財務規則、山梨県公有財産事務取扱規則等に基づく手続

きが必要となる。 

（３）対象施設 

 既存 整備後（予定） 

施設名称 県営住宅久那土団地  

施設の延べ床面積 3,898.26 ㎡  

建物の構成（構造・

階数） 

1 号館 RC 造 3 階建て 1,188.73 ㎡ 

2 号館 RC 造 3 階建て   792.58 ㎡ 

3 号館 RC 造 4 階建て 1,773.76 ㎡ 

集会所  S 造平屋建て     42.78 ㎡ 

①駐輪場 S 造平屋建て    21.73 ㎡ 

②駐輪場 S 造平屋建て    16.30 ㎡ 

③駐輪場 S 造平屋建て    27.15 ㎡ 

ゴミ置場  S 造平屋建て     5.43 ㎡ 

電気室  CB 造平屋建て   29.80 ㎡ 

 

主な施設の内容 集合住宅（公営住宅） 売却・貸付の可能性があれば住宅以外も

可能 

運営状況 

（運営主体、事業

手法等） 

公営住宅法に基づく管理代行制度によ

り、山梨県住宅供給公社が管理・運営 

 

その他 

（上記項目以外の

情報、特徴等） 

  

 



県営住宅久那土団地概要



 

事業概要 

１．基本情報 

団体名 山梨県（教育庁社会教育課） 

事業名 山梨県立科学館における理系人材の育成事業 

本事業の検討段階 事業化の検討 

サウンディングの目的 県立科学館では青少年をはじめとする県民の科学に対する関心と理解を深め、豊かな

感性と創造性を育む施設として、主に幼児から小中学生を対象とした事業を中心に運

営している。 

今後は県立科学館の更なる機能向上を目指し、中学３年生～高校生を対象とした

「県内における理系人材の育成・定着に向けた科学教育に係る事業の拡充」の拠点と

しての活用も検討しており、科学による社会課題の解決や地域企業の取り組みを紹介

するなど、中高生から大人まで幅広く科学を身近に感じることのできる事業を展開してい

きたい。官民連携による効果的な事業を展開するため、意見交換を実施する。 

民間事業者に対する

質問事項 

・本事業に参入する場合の事業スキーム（指定管理、業務委託）について 

・想定される教育プログラム（例:実験教室、研究発表会など）や形式について 

・教育プログラムにおける県立科学館の施設・設備等の活用策について 

・事業対象者の掘り起こしについて 

・県教育委員会や大学、企業との連携の可能性について 

・成果の可視化について 

・事業化に向けて本県から民間事業者等へ事前に示すべき条件・情報について 

・民間事業者等が参入しやすい公募条件、参入にあたり県に求める支援等について 

・事業スケジュールについて 等 

対話を希望する業種 運営、その他 

２．事業概要 

（１）基本情報 

事業の種類 その他（理系人材の育成事業等） 

事業内容 県立科学館は、展示物に直接触れ、様々な体験や遊びを通して科学に親しめる参加

型の科学館として多くの人に利用されてきたが、今後さらに科学の芽を育て、未来へとつ

なぐ学びの拠点となることを目指す。 

特に、中学生が持つ興味・関心を継続して学びに発展できるよう、高校生向けの事業

を拡充し、県内における理系人材の育成・定着を図る。 

現状および課題 【現状】 

人口減少や理系進学率の低下等により、理系人材の不足が全国的な課題となって

おり、本県においても理系分野の大学や企業への県外流出が多い。 

【課題】  

県立科学館では理系人材の育成に関する事業を展開しているが、主な利用者が幼

児から小中学生のため、これらの年齢層を対象とした事業が中心となっている。 

そのため、高校生を対象とした事業は少なく、理系人材の育成・定着のために事業の

充実が求められている。 



前提条件 理系人材の育成事業のため、対象者については、中学３年生～高校生とする。 

事業スケジュール 

（予定） 

令和 7 年度:サウンディング調査、事業内容検討 

令和 8 年度:予算計上 

令和 9 年度～:事業実施 

（２）対象地 

所在地 甲府市愛宕町 358-1 愛宕山こどもの国内 

敷地面積 建築面積 4,794.47 ㎡ 

土地利用上の制約 都市公園法、山梨県都市公園条例 

所有者 山梨県 

その他 

（上記項目以外の

情報、特徴等） 

一部は恩賜県有財産土地使用 1,222 ㎡ 

令和 6 年度の入館者数は 186,271 名で過去最多。 

（３）対象施設 

 既存 整備後（予定） 

施設名称 山梨県立科学館 山梨県立科学館 

施設の延べ床面積 6,525.35 ㎡ 6,525.35 ㎡ 

建物の構成（構造・

階数） 

鉄筋コンクリート（一部鉄骨及び木造） 

3 階建て（一部地下１階） 

鉄筋コンクリート（一部鉄骨及び木造） 

3 階建て（一部地下１階） 

主な施設の内容 科学の関する常設展示、多目的ホール、

マルチメディアコーナー、売店・飲食店、ス

ペースシアター、天体観測室等 

科学の関する常設展示、多目的ホール、

マルチメディアコーナー、売店・飲食店、ス

ペースシアター、天体観測室等 

運営状況 

（運営主体、事業

手法等） 

指定管理者制度 

（R6.4.1～R9.3.31） 

指定管理者制度 

その他 

（上記項目以外の

情報、特徴等） 

駐車場200台（愛宕山こどもの国との共

用） 

駐車場200台（愛宕山こどもの国との共

用） 

 








